
守山市立図書館

貸館予約受付可能枠および使用回数について（2020年３月31日までの申請分）

1 予約受付可能期間

・守山市在住・在学・在勤（が半数以上） ・・・ ４か月前の同日～前日

・守山市を拠点に活動する団体（市民の割合は不問） ・・・ ４か月前の同日～前日

・図書館サポート隊 ・・・ ４か月前の同日～前日

・それ以外・営利目的 ・・・ ２か月前の同日～１週間前

2 連続する日付で使用する場合

予約は、使用する日の初日の同日から受け付けます。

展示・展覧会など 原則　７日以内 ２か月に１回まで

その他の目的での連続使用 原則　５日以内 ２か月に１回まで

3 予約受付可能枠

【原則】

・同一使用者の使用は１週間に１回までです。

（１週間とは、ここでは日曜日～土曜日の固定期間を指します。）

3-1 午前・午後・夜間枠内での使用　・・・　原則に同じ

3-2 午前・午後・夜間枠を超えての使用　・・・　２か月に１回まで

（１ヶ月は、1日から末日までの固定期間を指します。）

１月 ２月 ３月 ４月 ５月

2-1の使用 〇 〇 〇 〇 〇

2-2の使用 〇 × 〇 × 〇

※　2-1の使用と2-2の使用可能な頻度は、原則の範囲内で、それぞれ独立して判断します。

※　特別な事情と認められる場合は、この限りではありません。

※　広く市民の方にご利用いただくため、ご協力をお願いいたします。

←———————この期間に１回まで————————→

←———————この期間に１回まで————————→

←———————この期間に１回まで————————→

←———————この期間に１回まで————————→

←———————この期間に１回まで————————→

○枠

午前（9:00-12:00）

（本の森は10:00から）

午後（13:00-17:00）

夜間（17:00-21:00）

（本の森は19:00まで）

○時間区分

２時間ごとの区切り

（つながる森の午前は

３時間の区切り）
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